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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 質量％で、Ｃ：０．００１～０．２０％、Ｓｉ：０．００１～２％、Ｍｎ：０．００１
～４．５％、Ｓ：０．０００５～０．０２％、Ａｌ：０．０００１～０．１％、Ｎ：０．
０００１～０．０１％を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなり、Ｃ含有量（％
）を［Ｃ］、Ｓｉ含有量（％）を［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量（％）を［Ｍｎ］、Ｃｕ含有量（
％）を［Ｃｕ］、Ｎｉ含有量（％）を［Ｎｉ］、Ｃｒ含有量（％）を［Ｃｒ］、Ｍｏ含有
量（％）を［Ｍｏ］、Ｖ含有量（％）を［Ｖ］、Ｂ含有量（％）を［Ｂ］としたとき、下
記数式（Ａ）で定義されるＰｃｍが０．２６％以下である組成を有する鋼を鋳造する工程
と、前記鋳造後の鋼素材を、冷却することなくそのまま圧延するか、又は一旦室温まで冷
却した後で９５０～１２５０℃に再加熱して圧延し、Ａｒ３点以上の温度で前記圧延を終
了する工程と、前記圧延後の圧延鋼材を、Ａｒ３点以上の温度から室温以上６５０℃以下
の温度範囲にまで冷却速度１℃／ｓｅｃ以上で強制冷却した後、空冷して１００～２００
℃未満の温度とし、この温度範囲で板厚方向の平均相当塑性歪みで０．１％以上１０％以
下の加工を行い、引張強さが５７０Ｎ／ｍｍ２以上の高張力鋼材を得ることを特徴とする
耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造方法。
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【数１】

【請求項２】
 質量％で、Ｃ：０．００１～０．２０％、Ｓｉ：０．００１～２％、Ｍｎ：０．００１
～４．５％、Ｓ：０．０００５～０．０２％、Ａｌ：０．０００１～０．１％、Ｎ：０．
０００１～０．０１％を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなり、Ｃ含有量（％
）を［Ｃ］、Ｓｉ含有量（％）を［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量（％）を［Ｍｎ］、Ｃｕ含有量（
％）を［Ｃｕ］、Ｎｉ含有量（％）を［Ｎｉ］、Ｃｒ含有量（％）を［Ｃｒ］、Ｍｏ含有
量（％）を［Ｍｏ］、Ｖ含有量（％）を［Ｖ］、Ｂ含有量（％）を［Ｂ］としたとき、下
記数式（Ａ）で定義されるＰｃｍが０．２６％以下である組成を有する鋼を鋳造する工程
と、前記鋳造後の鋼素材を、冷却することなくそのまま圧延するか、又は一旦室温まで冷
却した後で９５０～１２５０℃に再加熱して圧延し、Ａｒ３点以上の温度で前記圧延を終
了する工程と、前記圧延後の圧延鋼材を、Ａｒ３点以上の温度から室温以上６５０℃以下
の温度範囲にまで冷却速度１℃／ｓｅｃ以上で強制冷却した後、空冷して室温～１００℃
未満の温度とし、この温度範囲で板厚方向の平均相当塑性歪みで０．１％以上１０％以下
の加工を行い、更に１００～４００℃の温度で熱処理を施し、引張強さが５７０Ｎ／ｍｍ
２以上の高張力鋼材を得ることを特徴とする耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造方法
。
【数２】

【請求項３】
 前記鋼は、更に、質量％で、Ｃｕ：０．００１～２％、Ｎｉ：０．００１～３％、Ｃｒ
：０．００１～２％及びＭｏ：０．００１～１％からなる群から選択された１種又は２種
以上の元素を含有することを特徴とする請求項１又は２に記載の耐溶接割れ性が優れた高
張力鋼材の製造方法。
【請求項４】
 前記鋼は、更に、質量％で、Ｖ：０．０００１～０．２％、Ｎｂ：０．０００１～０．
１％及びＴｉ：０．０００１～０．１％からなる群から選択された１種又は２種以上の元
素を含有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の耐溶接割れ性が優
れた高張力鋼材の製造方法。
【請求項５】
 前記鋼は、更に、質量％で、ＲＥＭ：０．０００１～０．１％、Ｍｇ：０．０００１～
０．０２％及びＣａ：０．０００１～０．０２％からなる群から選択された１種又は２種
以上の元素を含有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の耐溶接割
れ性が優れた高張力鋼材の製造方法。
【請求項６】
 前記鋼は、更に、質量％で、Ｚｒ：０．０００１～０．３％、Ｈｆ：０．０００１～０
．３％及びＴａ：０．０００１～０．３％からなる群から選択された１種又は２種以上の
元素を含有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の耐溶接割れ性が
優れた高張力鋼材の製造方法。
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【請求項７】
 前記鋼は、更に、質量％で、Ｂ：０．０００１～０．００５％を含有することを特徴と
する請求項１乃至６のいずれか１項に記載の耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、引張強さが５７０Ｎ／ｍｍ２以上の耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、構造物の大型化により、引張強さが５７０Ｎ／ｍｍ２以上の高張力鋼が用いられ
る機会が増加している。一般に、高張力鋼は強度向上の目的から多くの合金元素が添加さ
れているため、耐溶接割れ性が低いという問題点がある。そこで、従来、下記数式（１）
で表され、耐溶接割れ性を表す指標であるＰｃｍ値を、低く抑制した鋼が提案されている
（例えば、特許文献１参照。）。具体的には、特許文献１に記載の高張力鋼材の製造方法
においては、下記数式１で定義されるＰｃｍを０．２５％以下にした鋼を加熱した後、熱
間圧延し、その後直ちにＡｒ３点以上の温度から５℃／秒以上の冷却速度で３５０～６５
０℃の温度領域まで冷却することにより、４５０Ｎ／ｍｍ２以上の高い降伏点をもつ高張
力鋼材を製造している。
【０００３】

【数１】

【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載されているような従来の製造方法では、鋼が本来有し
ている強度を十分に発揮しているとはいえず、鋼の強度及び靱性を更に改善できる余地が
ある。その主な原因としては、熱間圧延した後に焼戻しを実施しないことが挙げられる。
例えば、引張強さが５７０Ｎ／ｍｍ２以上の高張力鋼では、鋼の焼入性を確保するために
Ｍｎ、Ｎｉ及びＢ等の焼入れ性を高める合金元素を、多量に添加する必要があるが、この
ような合金元素を添加すると、鋼材の金属組織中にマルテンサイト－オ－ステナイト混合
物（以下、Ｍ－Ａ混合物と略す）と呼ばれる炭素原子を極めて高濃度に含有し、非常に硬
質か又は硬質になりうる靱性に有害な金属組織の形成が促進するため、鋼材の靱性が低下
するという問題点がある。また、このＭ－Ａ混合物が生成すると、鋼の降伏強度が低下す
るという問題点もある。この降伏強度の低下の理由は明確ではないが、鋼中にマルテンサ
イトを生成する際に導入される可動転位が多数存在し、それらの転位が動き出すことによ
って容易に変形が起きる（降伏応力が低い）ことによると考えられる。
【０００５】
　このような鋼材中にＭ－Ａ混合物が生成してしまうという問題点を解決するため、従来
、冷却終了後に焼戻し処理が行われている。この焼戻し処理等の熱処理は、その目的は種
々想定されるが、通常、５００℃以上Ａｃ１点以下の比較的高い温度で実施される場合が
多い（例えば、特許文献２参照）。なお、鋼のＡｃ１点は、その含有成分によって異なる
が、概ね７００℃程度である。
【特許文献１】特開２００２－２２０６２２号公報
【特許文献２】特開平１１－２４１１１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、前述の従来の技術には、以下に示す問題点がある。特許文献２に記載の
技術のように冷却後に焼戻し処理を実施すると、冷却（焼入れ）中に生成したＭ－Ａ混合
物を分解することはできるが、鋼中に生成したＭ－Ａ混合物を分解するためには、少なく
とも鉄原子の拡散が実用的な速さとなる５５０℃以上の高温で比較的長時間処理すること
が必要となる。このため、この焼戻し処理の間に、鋼中に存在するセメンタイト及び炭窒
化物も、過剰に高い温度条件下で長時間の熱処理を受けることとなる。これにより、鋼中
でセメンタイト及び炭窒化物が粒成長して粗大化するため、最善の金属組織状態を実現す
ることができないという問題点がある。また、冷却後に焼戻し等の熱処理を実施するため
には、既存の設備に加えて熱処理炉等の製造設備が必要となり、更に製造工程も追加しな
ければならないため、生産性を低下及びコスト増加等を招くという問題点もある。
【０００７】
　本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的とするところは、
冷却後に高温で長時間の熱処理を行わなくても、引張り強さが５７０Ｎ／ｍｍ２以上でか
つ強度及び靭性が優れた鋼材が得られる耐溶接割れ性が優れた高張力鋼材の製造方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
 本発明に係る耐溶接割れ性に優れた高張力鋼材の製造方法は、質量％で、Ｃ：０．００
１～０．２０％、Ｓｉ：０．００１～２％、Ｍｎ：０．００１～４．５％、Ｓ：０．００
０５～０．０２％、Ａｌ：０．０００１～０．１％、Ｎ：０．０００１～０．０１％を含
有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなり、Ｃ含有量（％）を［Ｃ］、Ｓｉ含有量（
％）を［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量（％）を［Ｍｎ］、Ｃｕ含有量（％）を［Ｃｕ］、Ｎｉ含有
量（％）を［Ｎｉ］、Ｃｒ含有量（％）を［Ｃｒ］、Ｍｏ含有量（％）を［Ｍｏ］、Ｖ含
有量（％）を［Ｖ］、Ｂ含有量（％）を［Ｂ］としたとき、下記数式（２）で定義される
Ｐｃｍが０．２６％以下である組成を有する鋼を鋳造する工程と、前記鋳造後の鋼素材を
、冷却することなくそのまま圧延するか、又は一旦室温まで冷却した後で９５０～１２５
０℃に再加熱して圧延し、Ａｒ３点以上の温度で前記圧延を終了する工程と、前記圧延後
の圧延鋼材を、Ａｒ３点以上の温度から室温以上６５０℃以下の温度範囲にまで冷却速度
１℃／ｓｅｃ以上で強制冷却した後、空冷して１００～２００℃未満の温度とし、この温
度範囲で板厚方向の平均相当塑性歪みで０．１％以上１０％以下の加工を行い、引張強さ
が５７０Ｎ／ｍｍ２以上の高張力鋼材を得ることを特徴とする。
【０００９】
【数２】

【００１０】
　本発明においては、上記数式（２）により定義され、耐溶接割れ性を示すＰｃｍ（溶接
割れ感受性組成）を０．２６％以下に制限しているため、製造される高張力鋼材の耐溶接
割れ性を改善できる。
　また、圧延終了後に、Ａｒ３点以上の温度から室温以上６５０℃以下の範囲にまで強制
冷却を行っているため、鋼の金属組織がベイナイト及び／又はマルテンサイト等（一部に
フェライト及び／又はパ－ライトを含むこともある）になり、製造される高張力鋼材が変
態組織強化される。これにより、上記数式（２）で定義されるＰｃｍを低下させたことに
より想定される焼き入れ性及び強度の低下を防止することができる。
　更に、目標とする鋼材の強度に応じて、Ｐｃｍの上限を超えない範囲で固溶元素及び析
出元素を添加しているため、製造される高張力鋼材をより強化することができる。
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　更にまた、冷却後に、室温以上２００℃以下の温度条件下で板厚方向の平均相当塑性歪
みで０．１％以上１０％以下の加工を実施しているため、鋼中に生成したＭ－Ａ混合物の
全て又はその一部をマルテンサイトに変態させることができる。そして、このマルテンサ
イトは、その後の冷却過程における自己焼戻効果により焼戻され、概ね消失する。また、
Ｍ－Ａ混合物の生成やその後のマルテンサイト変態によって導入された可動転位も、加工
後の冷却過程で時効されるためにＭ－Ａ混合物に起因する降伏強度の低下を抑制すること
が可能である。
　これらの結果、Ｍ－Ａ混合物による影響は低減され、靱性劣化量が低減し、降伏強度の
低下も抑制することができるので、耐溶接割れ性が優れ、製造安定性を兼ね備えた高張力
鋼材が得られる。
【００１１】
 本発明に係る他の耐溶接割れ性に優れた高張力鋼材の製造方法は、質量％で、Ｃ：０．
００１～０．２０％、Ｓｉ：０．００１～２％、Ｍｎ：０．００１～４．５％、Ｓ：０．
０００５～０．０２％、Ａｌ：０．０００１～０．１％、Ｎ：０．０００１～０．０１％
を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなり、Ｃ含有量（％）を［Ｃ］、Ｓｉ含有
量（％）を［Ｓｉ］、Ｍｎ含有量（％）を［Ｍｎ］、Ｃｕ含有量（％）を［Ｃｕ］、Ｎｉ
含有量（％）を［Ｎｉ］、Ｃｒ含有量（％）を［Ｃｒ］、Ｍｏ含有量（％）を［Ｍｏ］、
Ｖ含有量（％）を［Ｖ］、Ｂ含有量（％）を［Ｂ］としたとき、下記数式（２）で定義さ
れるＰｃｍが０．２６％以下である組成を有する鋼を鋳造する工程と、前記鋳造後の鋼素
材を、冷却することなくそのまま圧延するか、又は一旦室温まで冷却した後で９５０～１
２５０℃に再加熱して圧延し、Ａｒ３点以上の温度で前記圧延を終了する工程と、前記圧
延後の圧延鋼材を、Ａｒ３点以上の温度から室温以上６５０℃以下の温度範囲にまで冷却
速度１℃／ｓｅｃ以上で強制冷却した後、空冷して室温～１００℃未満の温度とし、この
温度範囲で板厚方向の平均相当塑性歪みで０．１％以上１０％以下の加工を行い、さらに
１００～４００℃の温度で熱処理を施し、引張強さが５７０Ｎ／ｍｍ２以上の高張力鋼材
を得ることを特徴とする。
【００１２】
【数３】

【００１３】
　本発明においては、上記数式（２）により定義され、耐溶接割れ性を示すＰｃｍを０．
２６％以下に制限しているため、製造される高張力鋼材の耐溶接割れ性を改善できる。
　また、圧延終了後に、Ａｒ３点以上の温度から室温以上６５０℃以下の範囲にまで冷却
速度１℃／ｓｅｃ以上で強制冷却を行っているため、鋼の金属組織がベイナイト及び／又
はマルテンサイト等（一部にフェライト及び／又はパ－ライトを含むこともある）になり
、製造される高張力鋼材が変態組織強化される。これにより、上記数式（２）で定義され
るＰｃｍを低下させたことにより想定される焼き入れ性及び強度の低下を防止することが
できる。
　更に、目標とする鋼材の強度に応じて、Ｐｃｍの上限を超えない範囲で固溶元素及び析
出元素を添加しているため、製造される高張力鋼材をより強化することができる。
　更にまた、冷却後に、室温以上１００℃未満の温度条件下で板厚方向の平均相当塑性歪
みで０．１～１０％の加工を実施しているため、鋼中に生成したＭ－Ａ混合物の全て又は
その一部をマルテンサイトに変態させることができる。そして、このマルテンサイトは、
その後の１００～４００℃以下の簡易な熱処理によりほぼ完全に焼戻される。また、マル
テンサイト変態に伴い生成し降伏強度低下の原因となる可動転位もＣやＮ原子あるいは炭
化物などにより固着される。
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　その結果、Ｍ－Ａ混合物による影響は低減され、靱性劣化量が低減するとともに降伏強
度を増加させることができ、耐溶接割れ性が優れ、製造安定性及び溶接部靱性を兼ね備え
た高張力鋼材が得られる。
【００１４】
 前記鋼は、更に、質量％で、Ｃｕ：０．００１～２％、Ｎｉ：０．００１～３％、Ｃｒ
：０．００１～２％及びＭｏ：０．００１～１％からなる群から選択された１種又は２種
以上の元素を含有していてもよい。
 また、前記鋼は、更に、質量％で、Ｖ：０．０００１～０．２％、Ｎｂ：０．０００１
～０．１％及びＴｉ：０．０００１～０．１％からなる群から選択された１種又は２種以
上の元素を含有していてもよい。
 更に、前記鋼は、更に、質量％で、ＲＥＭ：０．０００１～０．１％、Ｍｇ：０．００
０１～０．０２％及びＣａ：０．０００１～０．０２％からなる群から選択された１種又
は２種以上の元素を含有していてもよい。
 更にまた、前記鋼は、更に、質量％で、Ｚｒ：０．０００１～０．３％、Ｈｆ：０．０
００１～０．３％及びＴａ：０．０００１～０．３％からなる群から選択された１種又は
２種以上の元素を含有していてもよい。
 更にまた、前記鋼は、更に、質量％で、Ｂ：０．０００１～０．００５％を含有してい
てもよい。
　
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、耐溶接割れ性を示すＰｃｍを一定値以下に制限することにより鋼材の
耐溶接割れ性を向上させつつ、Ｍｎ含有量を４．５質量％未満にすると共に圧延後の冷却
条件を最適化することにより靱性及び強度の低下を防止し、更に冷却後に室温以上６５０
℃以下の温度条件下で板厚方向の平均相当塑性歪みで０．１％以上の加工を実施すること
により、鋼中に生成したＭ－Ａ混合物の大部分を消失させているため、冷却後に高温で長
時間の熱処理を行わなくても、引張り強さが５７０Ｎ／ｍｍ２以上でかつ強度及び靭性が
優れた高張力鋼材が得られる。従って、本発明によれば、橋梁及び建築物等に代表される
大型構造物の主要部材への適用に際して十分な特性を有する鋼材を提供することが可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、詳細に説明する。以下の説明にお
いては、組成における質量％は、単に％と記載する。本発明の要旨とするところは、以下
のとおりである。
　先ず、高張力鋼材の耐溶接割れ性を改善するために、下記数式（３）により定義され、
耐溶接割れ性を示すＰｃｍを一定値以下に制限する。なお、下記数式（３）における［Ｃ
］はＣ含有量（％）、［Ｓｉ］はＳｉ含有量（％）、［Ｍｎ］はＭｎ含有量（％）、［Ｃ
ｕ］はＣｕ含有量（％）、［Ｎｉ］はＮｉ含有量（％）、［Ｃｒ］はＣｒ含有量（％）、
［Ｍｏ］はＭｏ含有量（％）、［Ｖ］はＶ含有量（％）、［Ｂ］はＢ含有量（％）である
。
　このＰｃｍの値は、小さければ小さいほど耐溶接割れ性を改善する効果が高く、溶接す
る前に行う鋼材の予熱温度を低下させることができ、作業効率を増加させることができる
。具体的には、Ｐｃｍが０．２６％以下になると予熱温度が室温程度となり、予熱が不要
となる。従って、本発明の高張力鋼材の製造方法においては、Ｐｃｍの上限を０．２６％
とする。
【００１７】
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【数４】

【００１８】
　その一方で、上記数式（３）により定義されるＰｃｍの値を低下させることは、焼入れ
性を高める効果がある元素、固溶強化及び析出強化により強度に寄与する元素を低減する
ことであるため、鋼材の強度を低下させてしまう。そこで、本発明の高張力鋼材の製造方
法においては、鋼材を強化するため、圧延終了後の圧延鋼材を、Ａｒ３点以上の温度から
室温以上６５０℃以下の範囲にまで冷却速度１℃／ｓｅｃ以上で強制冷却している。
　これにより、鋼の金属組織がベイナイト及び／又はマルテンサイト等（一部にフェライ
ト及び／又はパ－ライトを含むこともある）になり、製造される高張力鋼材が変態組織強
化されるため、上記数式（３）で定義されるＰｃｍを低下させたことにより想定される焼
入性及び強度の低下を防止することができる。
【００１９】
　また、本発明の高張力鋼材の製造方法においては、目標とする鋼材の強度に応じて、Ｐ
ｃｍの上限を超えない範囲で固溶元素及び析出元素を添加している。これにより、製造さ
れる高張力鋼材をより強化することができる。
【００２０】
　更に、本発明の高張力鋼材の製造方法においては、強制冷却後の圧延鋼材を、１００～
２００℃未満または室温～１００℃未満の温度範囲で板厚方向の平均相当塑性歪みを適正
な範囲にして塑性加工を行う。これにより、強制冷却後の金属組織中に生成するＭ－Ａ混
合物の全て又は一部をマルテンサイトに変態させることができ、このマルテンサイトは、
その後の冷却過程における自己焼戻効果又は必要に応じて行う４５０℃以下の熱処理によ
って焼戻されて消失する。その結果、Ｍ－Ａ混合物の有害性が低減され、靱性劣化量が低
減すると共に降伏強度が上昇する。加工によってＭ－Ａ混合物がマルテンサイトに変態す
るのは、塑性変形がマルテンサイト変態を促進するからである。また、この加工は、鋼の
金属組織中に新たな転位を導入し、マルテンサイト変態によって生成した可動転位の動き
を抑制したり、ＣやＮの拡散を促進することを通して時効を促進し、降伏強度の回復に役
立つ効果もある。
【００２１】
　このような塑性歪みを鋼材に付与することによって、Ｍ－Ａ混合物をマルテンサイトに
変化させることができるが、このようにして生成したマルテンサイトは多量の炭素原子を
含んでいるため、極めて硬質である。このため、単に塑性歪みを付与しただけでは、鋼の
靱性を著しく劣化させることとなる。そこで、本発明者は、鋭意実験研究を行い、特定の
温度以上でこのような塑性加工を実施することにより、鋼の靱性劣化を抑制できることを
見出した。これは、塑性歪の付与によって生成したマルテンサイトが、加工後の空冷中に
鋼材自身の温度で焼戻されたことによると推定される。なお、マルテンサイトの焼戻しと
は、過飽和に固溶した炭素原子を鉄炭化物（セメンタイト等）として析出させることであ
り、炭素原子が実用的な時間内で拡散できる１００℃以上の温度で可能となる。
【００２２】
　本発明の高張力鋼材の製造方法は、上述した構成によって、耐溶接割れ性が優れ、製造
安定性及び溶接部靱性を兼ね備えた高張力鋼材を得ることができる。なお、本発明におけ
る高張力鋼材とは、いわゆる高張力鋼板のことであり、厚鋼板及び熱延鋼板等を含むもの
である。
【００２３】
　以下、これらの思想を実現するために必要な条件について説明する。先ず、鋼材の化学
組成に関して、各成分の添加理由及び数値限定理由について説明する。
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［Ｃ：０．００１～０．２０％］
　Ｃは、焼入れ性の制御及びセメンタイトをはじめとする炭化物の生成によって、鋼材の
強度を向上させるために添加する。しかしながら、このＣを過剰に含有させると、パ－ラ
イト、マルテンサイト及びセメンタイトといった硬質の第２相組織の形成量が増加して、
鋼材の延性及び靱性の低下を招くと共に、鋼材の溶接性及び溶接部の靱性が劣化する。具
体的には、Ｃ含有量が０．２０％を超えると、加工性、溶接性及び靭性が著しく劣化する
。一方、Ｃ含有量が０．００１％未満の場合、強度向上の効果が得られず、鋼材を高強度
化することができない。よって、Ｃ含有量は０．００１～０．２０％とする。
【００２４】
［Ｓｉ：０．００１～２％］
　Ｓｉは、鋼材の脱酸元素であり、通常Ｍｎと共に鋼材の酸素濃度を低減する目的で添加
される。また、このＳｉは、固溶強化元素として、強度の上昇に寄与する。しかしながら
、Ｓｉ含有量が０．００１％未満では、上述した固溶強化を図ることができない。また、
Ｓｉ含有量が２％を超えると、低温靱性及び鋼の表面性状が劣化する。このため、Ｓｉ含
有量は０．００１～２％とする。
【００２５】
［Ｍｎ：０．００１～４．５％］
　Ｍｎは、Ｓｉと同様に脱酸にも効用があるが、鋼中にあって材料の焼き入れ性を高め、
強度向上に寄与する元素である。また、このＭｎは、安価であることからＣに次いで活用
される元素である。しかしながら、Ｍｎ含有量が４．５％を超えると、凝固時に生成する
ミクロ偏析が顕著となり、鋼材中に添加量以上に濃縮している部位の存在が多くなる。こ
のようにＭｎが凝集している部位は、焼き入れ性が高く、また溶接部靱性を劣化させるＭ
－Ａ混合物を生成しやすい。一方、Ｍｎ含有量が０．００１％未満の場合、鋼中に存在し
ていても材料の焼入れ性を高めることができない。そこで、Ｍ－Ａ混合物の生成回避の観
点から、Ｍｎ含有量は０．００１～４．５％とする。
【００２６】
［Ｐｃｍ：０．２６％以下］
　上記数式（３）により定義され、耐溶接割れ性を示すＰｃｍは０．２６％以下とする。
このＰｃｍの値を０．２６％以下にすることにより、溶接に先立って行う鋼材の予熱温度
が室温程度となり、予熱作業が不要となる。なお、鋼材の強度が低い程、Ｐｃｍの値を小
さくすることが可能となるため、目標強度に応じて、Ｐｃｍをできるだけ小さくすること
が望ましい。但し、Ｐｃｍを０．１８％未満にしても、予熱が不要であることに変わりは
ないため、Ｐｃｍの下限値は０．１８％とすることが望ましい。
【００２７】
　また、本発明で使用する鋼には、上記各成分に加えて、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ及びＭｏから
なる群から選択された少なくとも１種の元素を添加することができる。これにより、鋼材
の焼き入れ性及び強度を向上させることができる。以下、これらの元素の含有量の好まし
い範囲及びその数値限定理由について説明する。
【００２８】
［Ｃｕ：０．００１～２％］
　Ｃｕは、焼入れ性の向上に有効であり、またフェライト中に固溶し、この固溶強化によ
って、鋼材の強度を向上させる効果がある。また、Ｃｕは、析出強化に有効な元素であり
、金属Ｃｕの析出相を形成し、微細組織の形成を促進すると共に、延性の劣化を抑制する
効果もある。しかしながら、Ｃｕ含有量が０．００１％未満の場合、析出量が不十分とな
り、前述した効果が得られない。また、Ｃｕ含有量が２％を超える場合には、析出強化が
著しくなり、鋳造時に粒界に析出して内部割れを引き起こし、圧延製造工程中に鋼塊及び
鋼板で疵が発生しやすくなり、更には鋼材の熱間加工性等を劣化させる要因ともなる。よ
って、Ｃｕを添加する場合は、その含有量を０．００１～２％とする。
【００２９】
［Ｎｉ：０．００１～３％］
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　Ｎｉは、強度を向上させる作用を有し、特に靭性を低下させることなく強度向上が図れ
る点で有用な元素である。しかしながら、Ｎｉ含有量が０．００１％未満では、強度向上
にはほとんど機能しない。即ち、Ｎｉ含有量が０．００１％未満の場合、強度を向上させ
る効果が得られない。また、３％を超える量のＮｉを含有させても、効果が飽和し、含有
量に見合う効果が期待できなくなり、経済的に不利になると共に、焼入れ強化による強度
上昇が顕著となり、靱性及び延性の劣化を招く。よって、Ｎｉを添加する場合は、その含
有量を０．００１～３％とする。
【００３０】
［Ｃｒ：０．００１～２％］
　Ｃｒは、焼入れ性の向上と析出硬化とにより、母材（鋼材）の強度向上に有効な元素で
ある。このＣｒの含有量が０．００１％未満の場合、上述した強度上昇効果は充分に発揮
されず、また２％を超えると靭性が低下する。従って、Ｃｒを添加する場合は、その含有
量を０．００１～２％とする。
【００３１】
［Ｍｏ：０．００１～１％］
　Ｍｏは、焼入れ性の向上、及び析出強化に寄与して強度を向上させる効果がある。Ｍｏ
含有量が０．００１％未満では、析出強化に寄与することができず、十分な強度が確保で
きない。これに対して、Ｍｏ含有量が１％を超えてしまうと、合金コストが上昇するだけ
でなく、強度が顕著に上昇して靭性の劣化が生じる。従って、Ｍｏを添加する場合は、そ
の含有量を０．００１～１％にする。
【００３２】
　更に、本発明で使用する鋼には、上記各成分に加えて、Ｖ：０．０００１～０．２％、
Ｎｂ：０．０００１～０．１％及びＴｉ：０．０００１～０．１％からなる群から選択さ
れた少なくとも１種の元素を添加することもできる。Ｖ、Ｎｂ及びＴｉは、結晶粒を微細
化すると共に、析出強化の面で有効に機能するため、靭性を劣化させない範囲で選択的に
添加することができる。このとき、Ｖ含有量が０．２％を超えるか、Ｎｂ含有量が０．１
％を超えるか、又は、Ｔｉ含有量が０．１％を超えると、鋼材の靭性が低下する。また、
これらの元素の含有量が０．０００１％未満の場合、前述した効果が得られない。よって
、Ｖを添加する場合は、その含有量を０．０００１～０．２％とし、Ｎｂを添加する場合
は、その含有量を０．０００１～０．１％とし、Ｔｉを添加する場合は、その含有量を０
．０００１～０．１％とする。
【００３３】
　更にまた、本発明で使用する鋼には、必要に応じて、ＲＥＭ：０．０００１～０．１％
、Ｍｇ：０．０００１～０．０２％及びＣａ：０．０００１～０．０２％からなる群から
選択された少なくとも１種の元素を添加してもよい。なお、ＲＥＭとはＬａ，Ｃｅ等の希
土類元素のことである。ＲＥＭ、Ｍｇ及びＣａは、結晶粒微細化によるＨＡＺ靭性の改善
及びＳの無害化に有効であるため、選択的に添加することができるが、これらの元素を過
度に添加すると靭性が損なわれる。そこで、これらの元素を添加する場合は、ＲＥＭにつ
いてはその含有量を０．１０％以下、Ｍｇ及びＣａについてはその含有量を夫々０．０２
％以下に限定する。また、これらの元素の含有量の下限値を０．０００１％以上としたの
は、これ以下では効果が得られないからである。
【００３４】
　更にまた、本発明で使用する鋼には、必要に応じて、Ａｌ：０．０００１～０．１％、
Ｚｒ：０．０００１～０．３％、Ｈｆ：０．０００１～０．３％及びＴａ：０．０００１
～０．３％からなる群から選択された少なくとも１種の元素を添加することもできる。Ａ
ｌ、Ｚｒ、Ｔａ及びＨｆは、脱酸元素又は炭窒化物形成元素として選択的に添加できる。
しかしながら、Ａｌ含有量が０．１％を超えるか、又はＺｒ、Ｔａ及びＨｆの含有量が夫
々０．３質量％を超えると、鋼材の靱性及び表面性状が劣化する。よって、これらの元素
を添加する場合は、その含有量が夫々０．１％、０．３％、０．３％、０．３％以下にな
るようにする。また、Ａｌ、Ｚｒ、Ｔａ及びＨｆの含有量の下限値を夫々０．０００１％
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としたのは、これ以下では脱酸及び炭窒化物形成の効果が得られないからである。
【００３５】
　更にまた、本発明で使用する鋼は、上記各成分に加えて、Ｎ：０．０００１～０．０１
％を含有していてもよい。Ｎは、Ｔｉ、Ａｌ、Ｚｒ、Ｔａ及びＨｆと窒化物を形成し、オ
－ステナイトの細粒化及びフェライトの再結晶粒の微細化に有効に作用する。このため、
Ｎは靭性を劣化させない範囲で選択的に添加できる。具体的には、Ｎ含有量が０．０１％
を超えると、靭性が低下する。また、Ｎ含有量が０．０００１％未満の場合、前述した効
果が得られない、よって、Ｎを添加する場合は、その含有量を０．０００１～０．０１％
とする。
【００３６】
　更にまた、本発明で使用する鋼は、必要に応じて、Ｂ：０．０００１～０．００５％を
添加することができる。Ｂは、Ｐｃｍを大幅に増加させることなく、鋼材の焼き入れ性を
増加させ、所望の強度を得やすくする元素である。しかしながら、Ｂ含有量が０．００５
％を超えると、焼入れ性が過度となる。よって、Ｂを添加する場合は、その含有量の上限
を０．００５％とする。また、Ｂは極めて微量でその効果を発揮するので、その下限値は
現在の分析限界である０．０００１％とする。但し、Ｂ含有量が０．０００１％未満の場
合でも効果が得られる可能性がある。
【００３７】
　更にまた、本発明で使用する鋼は、必要に応じて、Ｓ：０．０００５～０．０２％を添
加することができる。Ｓは、鋼中でＭｎと結合してＭｎＳを生成する。このＭｎＳは、鋼
中に微細な析出物として分散するため、圧延前の再加熱時における結晶粒の成長を抑制し
たり、圧延後の冷却時にこのＭｎＳ析出物上にフェライト等の変態組織が多数に不均一（
異質物）に核生成したりすることにより、最終的な鋼の金属組織（結晶粒）を微細化し、
鋼の強度及び靭性を向上させる効果がある。しかしながら、Ｓ含有量が０．０００５％未
満の場合、これらの効果が得られない。一方、Ｓ含有量が０．０２％を超えると、ＭｎＳ
粒子の粗大化が生じ、これが破壊の起点となってしまうため、却って靭性が劣化する。よ
って、Ｓを添加する場合は、その含有量を０．０００５～０．０２％とする。
【００３８】
　更にまた、本発明で使用する鋼は、必要に応じて、Ｏ：０．０００１～０．０１％を添
加することができる。Ｏは、Ｔｉ、Ａｌ及びＭｎ等の酸化物形成元素と結合し、酸化物等
の化合物を生成する。これらの化合物は、鋼中に微細に分散するため、圧延前に実施する
再加熱時における結晶粒の成長を抑制したり、圧延後の冷却時にこのＭｎＳ析出物上にフ
ェライト等の変態組織が多数に不均一（異質物）に核生成したりすることにより、最終的
な鋼の金属組織（結晶粒）を微細化し、鋼の強度及び靭性を向上させる効果がある。しか
しながら、Ｏ含有量が０．０００１％未満の場合、その効果が得られない。一方、Ｏ含有
量が０．０１％を超えると、化合物の粗大化が生じ、これが破壊の起点となってしまうた
め、却って靭性が劣化する。よって、Ｏを添加する場合は、その含有量を０．０００１～
０．０１％とする。
【００３９】
　なお、本発明で使用する鋼の上記各成分以外の成分は、Ｆｅ及び不可避的不純物である
。この不可避的不純物としては、例えば、Ｐが挙げられ、この場合のＰ含有量は０．０２
％以下とすることが好ましい。
【００４０】
　次に、鋼材の製造条件について説明する。本発明の高張力鋼材の製造方法においては、
先ず、鋼組成を上述の範囲に調整した後、鋳造する。その後、鋳造した鋼素材を、室温ま
で冷却することなくそのまま圧延するか、又は鋳造後に一旦室温まで冷却した後９５０～
１２５０℃に再加熱して圧延する。このとき、Ａｒ３点以上の温度で圧延を終了する。
　次に、圧延後の圧延鋼材を、圧延終了温度、即ち、Ａｒ３点以上の温度から室温以上６
５０℃以下の範囲にまで冷却速度１℃／ｓｅｃ以上で強制冷却を行い、更にこの１００～
２００℃未満または室温～１００℃未満の温度範囲で板厚方向の平均相当塑性歪みで０．
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１％以上１０％以下の加工を行った後、そのまま空冷するか、又は強制冷却する。その後
、必要に応じて１００～４００℃の温度条件下で熱処理を行い、引張強さが５７０Ｎ／ｍ
ｍ２以上の高張力鋼材を製造する。以下、上述した製造条件の数値限定理由について説明
する。
【００４１】
［圧延前の再加熱温度：９５０～１２５０℃］
　圧延前の再加熱温度が９５０℃未満の場合、鋼材の金属組織がオ－ステナイト単相にな
らない。また、圧延前の再加熱温度が１２５０℃を超えると、オ－ステナイト結晶粒の成
長が早くなり、オ－ステナイト結晶粒が粗大となるため、鋼材の靱性が劣化する。よって
、圧延前に鋼素材を再加熱する場合は、その加熱温度を９５０～１２５０℃の範囲とする
。
【００４２】
［圧延終了温度：Ａｒ３点以上］
　本発明においては、圧延の条件は特に規定しないが、鋼材のＡｒ３点以上で圧延を終了
する必要がある。これは、Ａｒ３温度未満で圧延した場合、金属組織中に加工されたフェ
ライトが混在し、鋼材の靱性が劣化するからである。
［冷却開始温度：Ａｒ３点以上］
　Ａｒ３点未満の温度から冷却を行った場合、冷却開始前に粗大なフェライトが生成し、
鋼材の強度が低下すると共に靱性が劣化する。よって、圧延後の圧延鋼板は、Ａｒ３点以
上の温度から冷却する。
【００４３】
［冷却終了温度：室温以上６５０℃以下］
　圧延後の圧延鋼板の冷却は、冷却速度１℃／ｓｅｃ以上で行う。この冷却は水冷によっ
て実施するのが望ましいが、これと同等の冷却速度が得られればどのような方法でもよい
。また、冷却の終了温度が６５０℃を超えると、金属組織にフェライトが増加するため、
鋼材の強度を高められない。一方、水冷等の現在の設備能力では、圧延鋼板を室温より低
い温度まで冷却することは困難である。よって、圧延鋼板の冷却終了温度は、室温以上６
５０℃以下とする。なお、圧延鋼板の冷却終了温度については、狙いとする強度レベルに
よって適宜調整することができる。
【００４４】
［塑性加工条件（ａ）：１００℃以上２００℃未満の温度で平均相当塑性歪みで０．１％
～１０％］
　加工温度が２００℃未満の場合、加工により付与される平均相当塑性歪み０．１％未満
であると、Ｍ－Ａ混合物をマルテンサイトに変態させることができない。一方、加工によ
る平均相当塑性歪みが１０％を超えると、鋼の延性が損なわれて伸びが低下する。よって
、室温以上２００℃未満の温度条件下では、板厚方向の平均相当塑性歪みで０．１％～１
０％の加工を行う。これにより強制冷却後の金属組織中に生成するＭ－Ａ混合物の全部又
は一部を、マルテンサイトに変態させることができる。なお、Ｍ－Ａ混合物をマルテンサ
イトに変態させるためには熱的安定性の観点から低温で加工するほど良いが、この温度が
低くなりすぎると自己焼戻の効果が低減するので、１００℃～２００℃の範囲で加工する
必要がある。
【００４５】
［塑性加工条件（ｂ）：室温以上１００℃未満の温度で平均相当塑性歪みで０．１％～１
０％］
　室温以上１００℃未満の温度で平均相当塑性歪み０．１～１０％の加工を行う場合、塑
性加工後に、１００～４００℃の温度で熱処理（焼戻）を行う。塑性加工を１００℃未満
の温度で実施した場合、Ｍ－Ａ混合物の殆どを変態させマルテンサイトに変態させること
はできるが、その後の自己焼戻効果が十分でない場合もある。このような場合には、加工
後に１００～４００℃の温度で熱処理を行うことにより、マルテンサイトを焼戻すことが
可能となり、鋼中のＭ－Ａ混合物を完全に消失させることができる。また、このような加
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工と熱処理によってマルテンサイト変態に伴って導入された可動転位をＣ、Ｎおよびセメ
ンタイトなどの炭化物などによって固着することができる。可動転位は降伏強度の低下を
もたらすのでこの加工と熱処理は降伏応力を顕著に改善することができる。一方、このよ
うな効果は加工後の熱処理温度が１００℃未満の場合、Ｃ、Ｎの拡散が遅く、所定の効果
が得られない場合がある。また、極度に高温で熱処理を行った場合にはセメンタイトなど
の炭窒化物や金属結晶粒が成長して粗大化するなど強度、靱性の低下を招く。よって塑性
加工後に熱処理を行う場合には、１００～４００℃の温度範囲で実施する。なお、より良
好な強度および靱性特性を得るには１５０～４００℃の温度範囲で熱処理することが好ま
しい。
【００４６】
　また、このような熱処理は、１００℃未満の温度で塑性加工を行った場合に限定される
ものではなく、１００℃以上の温度で塑性加工を行った場合にも有効である。塑性加工及
びその後の自己焼戻しによって生じたＭ－Ａ混合物の分解を、この熱処理により、より確
実なものとすることができるからである。更に、この熱処理（焼戻）時の昇温速度、保持
時間及び冷却方法は、特に限定する必要はないが、急速加熱及び保持時間の短縮、並びに
熱処理後の強制冷却は、いずれも鋼材の強度を増加させ、靱性を改善するため、必要に応
じて適宜条件を選択し、調整することができる。
【００４７】
　上述の如く、本発明においては、上記数式（３）により定義されるＰｃｍを０．２６％
以下に制限しているため、鋼材の耐溶接割れ性を改善できると共に、溶接前に行う鋼材の
予熱温度を低下させて作業効率を向上させることができる。
　また、圧延後の圧延鋼板を、Ａｒ３点以上の温度から室温以上６５０℃以下の範囲にま
で冷却速度１℃／ｓｅｃ以上で強制冷却しているため、鋼の金属組織がベイナイト及び／
又はマルテンサイト等（一部にフェライト及び／又はパ－ライトを含むこともある）にな
り、Ｐｃｍを低下させたことにより想定される焼き入れ性及び強度の低下を防止すること
ができる。
　更に、目標とする鋼材の強度に応じて、Ｐｃｍの上限を超えない範囲で固溶元素及び析
出元素を添加しているため、製造される高張力鋼材をより強化することができる。
【００４８】
　更にまた、冷却後の圧延鋼材に、１００～２００℃未満の温度条件下で板厚方向の平均
相当塑性歪みで０．１～１０％の加工を実施しているため、鋼中に生成したＭ－Ａ混合物
の全て又は一部をマルテンサイトに変態させることができる。さらにその後の冷却中に自
己焼戻によりマルテンサイトの分解やマルテンサイト変態に伴って生成した可動転位が固
着される。
【００４９】
　または、冷却後の圧延鋼材を室温以上１００℃未満の温度条件下で板厚方向の平均相当
塑性歪みで０．１～１０％の加工を実施する場合には、鋼中に生成したＭ－Ａ混合物の全
て又は一部をマルテンサイトに変態させることができる。また、その後の１００～４００
℃の簡易な熱処理を行うにより、焼戻によるマルテンサイトの分解やマルテンサイト変態
に伴って生成した可動転位が固着される。
【００５０】
　それらの結果、耐溶接割れ性が優れ、強度、靱性に優れた引張強度が５７０Ｎ／ｍｍ２

以上の高張力鋼材を製造することができる。従って、本発明によれば、橋梁及び建築物等
に代表される大型構造物の主要部材への適用に際して十分な特性を有する鋼材を提供する
ことが可能となる。
【実施例】
【００５１】
　以下、本発明の実施例について説明する。本実施例においては、下記表１～表４に示す
組成の鋼を、上述した方法により、鋼素材厚、最終的に得られた鋼板の厚さ（製品板厚）
及び製造条件を変えて、実施例及び比較例の各鋼板を作製した。ちなみに、製造条件に関
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度、冷却終了温度及び板厚方向平均の相当塑性歪０．１％以上の加工を行う温度、与えた
板厚方向平均の相当塑性歪量、その後の焼戻し温度について、条件を異ならせている。
　なお、下記表１および表２に示す鋼Ａ～ＡＪは本発明の範囲内の実施例であり、下記表
３および表４に示す鋼Ａ１～Ａ１２はいずれも本発明の範囲から外れる比較例であり、下
記表３および表４における下線は、本発明の範囲外であることを示す。また、下記表１～
表４に示す鋼組成における残部は、Ｆｅ及び不可避的不純物である。具体的には、下記表
３および表４に示すように、鋼Ａ１及びＡ２はＭｎ含有量およびＰｃｍが過剰である。ま
た、鋼Ａ３及びＡ４は、夫々Ｃ及びＳｉが過剰であり、鋼Ａ５は個々の元素の含有量は条
件を満たしているが、Ｐｃｍが過剰である。更に、鋼Ａ６～Ａ９は、夫々Ｍｏ、Ｃｒ、Ｃ
ｕ及びＮｉの含有量が過剰であり、鋼Ａ１０～Ａ１２は、夫々Ｖ、Ｔｉ及びＮｂの含有量
が過剰である。
【００５２】
【表１】

【００５３】
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【００５４】
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【００５５】
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【表４】

【００５６】
　次に、実施例及び比較例の各鋼板の機械的特性を評価した。具体的には、母材（鋼板）
の引張特性（降伏応力ＹＳ，引張強度ＴＳ）及び靱性シャルピ－試験における延性－脆性
破面遷移温度ｖＴｒｓ、溶接入熱を７ＫＪ／ｍｍ相当のサブマ－ジア－ク溶接したときの
溶接部の靱性ｖＴＥ－５℃（シャルピ－試験の－５℃における吸収エネルギ－）、並びに
斜めｙ型割れについて評価した。
【００５７】
　母材の引張特性は、各鋼板（母材）から作製したＪＩＳ４号試験片を使用して、引張り
試験により測定した。
　また、靱性は、各鋼板（母材）及び溶接部から切り出したＪＩＳ４号試験片を使用し、
Ｖノッチシャルピ－試験によって測定した。
　更に、斜めｙ型割れ試験は、ＪＩＳ　Ｚ３１５８に規定されているｙ型溶接割れ試験法
に基づき、低水素溶材を使用して室温で行った。
【００５８】
　以上の結果を下記表５～表８にまとめて示す。なお、下記表５～表８に示す斜めｙ割れ
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試験結果において、◎は割れ無し、×は割れ有りを表している。また、下記表５～表８に
おいては、本発明の範囲外となっている項目について、下線を付して示している。但し、
特性の評価結果については、一定の評価を行うため、引張強度が６００Ｎ／ｍｍ２級の鋼
板の降伏応力ＹＳについては５００Ｎ／ｍｍ２未満、引張強度ＴＳについては６００Ｎ／
ｍｍ２未満、引張強度が７００Ｎ／ｍｍ２級の鋼板の降伏応力ＹＳについては６００Ｎ／
ｍｍ２未満、引張強度ＴＳについては７００Ｎ／ｍｍ２未満の場合に、引張強度が８００
Ｎ／ｍｍ２級以上の鋼板の降伏応力ＹＳについては６５０Ｎ／ｍｍ２未満、引張強度ＴＳ
については８００Ｎ／ｍｍ２未満の場合に、夫々下線を付している。更に、延性－脆性破
面遷移温度ｖＴｒｓについては０℃以上の場合、溶接部靱性ｖＴＥ－５℃については１０
０Ｊ未満の場合に、夫々下線を付している。更に、下記表５～表８には、鋼素材の厚さ、
製品板厚及び各種製造条件についても併せて示す。
【００５９】
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【表５】

【００６０】



(19) JP 5194572 B2 2013.5.8

10

20

30

40

【表６】

【００６１】
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【表７】

【００６２】
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【表８】

【００６３】
　上記表５～表８に示すように、比較例Ｎｏ．１の鋼板は、加工温度が高すぎた為に焼戻
効果が過剰に発揮され炭化物や金属組織の粗大化などにより引張強度が低下したものであ
る。
　また、比較例３は加工を行わなかった為にＭ―Ａ混合物の分解や可動転位の固着が行わ
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れなかったので降伏強度が低いままである。
　比較例７は１００℃以下の温度で加工を行ったにもかかわらず、１００～４００℃以下
の熱処理をおこなっていないので、Ｍ―Ａ混合物の分解はおきたとしても可動転位の固着
が行われなかったので降伏強度が低いままである。
　比較例１０および１１は１００℃以下の温度で加工を行いその後に熱処理を行ってはい
るが、熱処理の温度が低すぎ１００～４００℃以下の条件を満たさなかったので、やはり
可動転位の固着が行われなかったので降伏強度が低いままである。
　比較例１６は逆に熱処理の温度が高すぎたために炭化物や金属組織の粗大化など、これ
も降伏強度が低下した。
　比較例１７～１９は室温まで冷却が行われる途中で加工を行ったものであるが、加工温
度が高すぎた為に、やはり炭化物や金属組織の粗大化など、これも降伏強度や引張強度が
低下している。
【００６４】
　比較例２１，２２は加工で付与した歪量が大きすぎたために鋼の強度は増加したが、過
度の加工硬化してしまった為に母材靱性が低下した。
　比較例２４は、比較例７と同様に、１００℃以下の温度で加工を行ったにもかかわらず
、１００～４００℃以下の熱処理をおこなっていないので、Ｍ―Ａ混合物の分解はおきた
としても可動転位の固着が行われなかったので降伏強度が低いままである。
　比較例２８、２９、３２、３３は比較例１７～１９と同様に室温まで冷却が行われる途
中で加工を行ったものであるが、加工温度が高すぎた為に、やはり炭化物や金属組織の粗
大化など、これも降伏強度や引張強度が低下している。
　比較例４１は比較例７と同様に１００℃以下の温度で加工を行ったにもかかわらず、１
００～４００℃以下の熱処理をおこなっていないので、Ｍ―Ａ混合物の分解は生じたとし
ても可動転位の固着が行われなかったので降伏強度が低いままである。
　比較例４５，４６は室温での加工後に熱処理を行う点では適正であるが、その温度が高
すぎる為に金属組織や炭化物などの析出物が粗大化するなどして鋼の降伏強度、引張強度
が低下した。
【００６５】
　比較例４７、４９、５１、５６も異なる成分系で加工温度が高い場合に降伏応力が低下
してしまうことを示したものである。
　また、比較例５４は加工を行わなかった場合の例を示したもので、このような場合には
Ｍ－Ａ混合物やマルテンサイト変態に伴う可動転位の発生により、降伏応力の低下が生じ
ている。
　比較例６２は、引張強度７００Ｎ／ｍｍ２級の鋼でも冷却ままではＭ－Ａ混合物やマル
テンサイト変態に伴う可動転位の生成などにより降伏強度が低いことを示している。
　比較例６１は同じく７００Ｎ／ｍｍ２の鋼で加工温度も低く加工量も小さすぎた為に加
工の効果が殆ど現れていないことを示す。
【００６６】
　また、比較例６３、７４、７６、９８、１０８、１１１は加工を行わなかった場合に引
張強度６００Ｎ／ｍｍ２級の鋼６２で加工を行わなかった場合と同様に、Ｍ－Ａ混合物や
マルテンサイト変態に伴い発生した可動転位を解消できず、降伏応力の低下を回復できて
いない。
　比較例６７は適正な温度で加工されているが、加工歪み量が大きすぎるので、金属組織
や析出物の粗大化が進み母材靱性が低下している。
　比較例６８は加工温度が低すぎＭ－Ａ混合物の分解や可動転位の固着が不十分で降伏応
力が低いままである。
　また、比較例７０～７１および７８、８０、８２、８６、８８、９０、１０５～１０７
は加工温度が高すぎ金属組織や炭化物などの析出物が粗大化するなどして鋼の降伏強度、
引張強度が低下している。
【００６７】
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　比較例８４、９３は加工が小さすぎＭ－Ａ混合物を分解したり、可動転位の固着を促進
する新たな転位の導入が不十分であったために降伏応力を回復させることができていない
。
　比較例１００は１００℃未満の温度で加工されたので熱処理を行う必要があるが、その
温度が低すぎたので十分な強度の増加が認められない。
　比較例９９では熱処理そのものを行っていない。
【００６８】
　比較例Ｎｏ．１１４～Ｎｏ．１２５の鋼板は、いずれも鋼組成が本発明の範囲から外れ
ている比較例である。
　具体的には、比較例Ｎｏ．１１４及びＮｏ．１１５の鋼板は、Ｍｎ含有量およびＰｃｍ
が過剰であるために溶接部の靱性が劣っており、溶接割れも発生していた。
　また、比較例Ｎｏ．１１６及びＮｏ．１１７の鋼板は、夫々Ｃ及びＳｉ含有量が過剰で
あり、母材靱性及び溶接部靱性が劣っていた。更に、これらの鋼板はＰｃｍも過剰である
ため、溶接割れが発生した。
　比較例Ｎｏ．１１８の鋼板は、個々の元素の含有量は条件を満たしているが、Ｐｃｍが
過剰であるため、溶接割れが発生し、更に母材靱性及び溶接部靱性も良好ではなかった。
　また、比較例Ｎｏ．１１９～Ｎｏ．１２２の鋼板は、夫々Ｍｏ、Ｃｒ、Ｃｕ及びＮｉの
含有量が過剰であり、比較例Ｎｏ．１２３～Ｎｏ．１２５の鋼板は、夫々Ｖ、Ｔｉ及びＮ
ｂの含有量が過剰であるため、母材靱性及び溶接部靱性が不良であった。
　更に、比較例Ｎｏ．１２０及びＮｏ．１２１の鋼板は、Ｐｃｍも過剰であるため、溶接
割れが発生した。
【００６９】
　これに対して、本発明の範囲内で製造した実施例の鋼板は、母材の強度及び靭性、溶接
部の靭性、並びに耐割れ性のいずれの特性も優れていた。これらの結果から、上述した知
見を確認することができ、また、上述した各鋼成分の限定の根拠を裏付けることが可能と
なる。
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